
笹岡宏保 税理士

〔財産評価〕
（1日で確認する）

評価通達６項の総まとめ
2026年6月26日(金) 10:30 ～ 17:00 （受付10:00 ～）

受講料 ：  10,000円（税込）

特別研修会
2026

従来は伝家の宝刀と呼ばれた評価通達6（この通達の定めによ
り難い場合の評価）ですが、いわゆる「札幌事件」に係る令和4年
最高裁判決以後は、その適用に大きな変化が認められます。

今回の講座では、次の内容をもって近時における評価通達6の
総まとめを行うことにします。

会場受講限定 セミナー

※ オンラインLIVEはありません釧路開
催

● 当セミナーではオンラインLIVE受講およびアーカイブ視聴はできません。 

会場 ： 釧路ロイヤルイン 11階 会議室C
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 笹岡宏保税理士 特別研修会［釧路］ 申込書

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751FAX送信先 HPからのお申込みはこちら https://farbe-net.com

※ 諸事情により、日程変更もしくは中止になる場合がございます。

■氏名 / フリガナ ■事務所名

■ご住所　　〒

■TEL ■FAX

■E-mailアドレス
※必ずご記入ください。

2026年 6月26日(金) 10:30 ～ 17:00 （受付10:00 ～）日　程

定　員 40名様

受講料

割　引

会　場

10,000円（税込）
無料　資産税ビジョン 会員
半額　資産税実務2026 全講座受講者

釧路ロイヤルイン 11階会議室C
北海道釧路市黒金町14−9−2
TEL 0154-31-2121
・ JR釧路駅より徒歩約1分
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釧路ロイヤルイン

［研修内容］

１，評価通達6の定義とその運用基準
２．いわゆる「札幌事件」について
３．札幌事件に係る最高裁判決後における評価通達6の運用基準
４．いわゆる「仙台薬局事件」について
５．いわゆる「松本特定評価会社（株特）回避事件」について
６．いわゆる「金沢特定評価会社（比１）回避事件」について
７．その他、話題となる事件について


